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○
助
成
対
象
者

　

佐
賀
市
内
に
住
所
を
有
し
、
か

つ
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

３
歳
未
満
の
方
。（
満
３
歳
の
誕

生
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で

が
対
象
。
た
だ
し
、
３
歳
誕
生
月

の
翌
月
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま

で
歯
科
保
険
診
療
の
み
助
成
対

象
。）

○
助
成
対
象
と
な
る
も
の

【
３
歳
誕
生
月
の
月
末
ま
で
】

・
保
険
診
療
に
よ
る
一
部
負
担
金

・
入
院
時
の
食
事
療
養
費
の
標
準

負
担
額

・
養
育
医
療
、
育
成
医
療
の
自
己

負
担
金

・
訪
問
看
護
療
養
費
の
自
己
負
担

金
【
３
歳
誕
生
月
の
翌
月
か
ら
小

学
校
就
学
前
ま
で
】

・
歯
科
保
険
診
療
に
よ
る
一
部
負

担
金

※
健
康
診
断
、
予
防
接
種
、
差
額

ベ
ッ
ド
代
、
容
器
代
、
特
定
療

養
費
（
2
0
0
床
以
上
の
病
院

を
紹
介
状
な
し
で
受
診
さ
れ

た
時
に
支
払
う
初
診
料
）
な
ど
、

保
険
外
や
自
費
分
に
つ
い
て

は
、
助
成
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

○
受
給
資
格
の
申
請
に
つ

い
て

【
３
歳
誕
生
月
の
月
末
ま
で
の
方
】

　
　

受
給
資
格
の
申
請
が
必
要

で
す
の
で
、
次
の
も
の
を
お
持

ち
の
上
、
本
庁
こ
ど
も
課
ま
た

は
各
支
所
保
健
福
祉
課
ま
で

お
い
で
く
だ
さ
い
。

　

○
印
鑑

　

○
健
康
保
険
証（
お
子
さ
ん
の
名

　

前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

　

○
保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳

（
郵
便
局
以
外
の
も
の
）

【
３
歳
誕
生
月
の
翌
月
か
ら
小

学
校
就
学
前
ま
で
の
方
】

　
　

事
前
に
受
給
資
格
の
申
請
を

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。歯

科
を
受
診
さ
れ
て
市
の
窓
口
に

助
成
申
請
を
さ
れ
る
際
に
、次

の
も
の
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

○
印
鑑

　

○
健
康
保
険
証（
お
子
さ
ん
の
名

　

前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

　

○
保
護
者
名
義
の
預
金
通
帳

（
郵
便
局
以
外
の
も
の
）

　

○
医
療
機
関
等
か
ら
診
療
総
点

数
等
の
記
載
証
明
を
し
て
も

ら
っ
た
助
成
申
請
書（
市
及
び
市

内
歯
科
医
療
機
関
に
置
い
て
い

ま
す
）ま
た
は
診
療
総
点
数
、診

療
月
、金
額
、医
療
機
関
の
領
収

印
が
明
記
さ
れ
た
領
収
書

○
助
成
方
法

◆
３
歳
誕
生
月
の
月
末
ま
で
の

お
子
様
で
県
内
の
医
療
機
関
、

福
岡
市
立
こ
ど
も
病
院
、
久
留

米
大
学
病
院
、
聖
マ
リ
ア
病
院
、

佐
世
保
市
立
総
合
病
院
で
受

診
さ
れ
た
場
合

・
手
続
き
�
お
子
様
の
健
康
保
険

証
、
受
給
資
格
証
を
病
院
の
窓

口
で
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

・
助
成
内
容
�
１
医
療
機
関
１
カ

月
の
自
己
負
担
が
3
0
0
円

で
済
み
ま
す
。（
た
だ
し
、
こ

の
自
己
負
担
金
は
、
医
療
機
関

ご
と
、
総
合
病
院
は
診
療
科
ご

と
、
入
院
・
入
院
外
ご
と
、
保

険
ご
と
の
負
担
と
な
り
ま

す
。）
ま
た
、
調
剤
薬
局
で
は

自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
３
歳
誕
生
月
の
月
末
ま
で
の

お
子
様
で
県
外
の
医
療
機
関

（
前
記
の
４
つ
を
除
く
）
で
受

診
し
た
場
合
や
コ
ル
セ
ッ
ト

等
の
補
装
具
代
を
支
払
っ
た

場
合

・
い
っ
た
ん
医
療
機
関
等
の
窓

口
で
一
部
負
担
金
を
お
支
払

い
い
た
だ
き
、
後
日
市
の
窓
口

に
医
療
費
助
成
申
請
書
を
提

出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、

申
請
の
手
続
き
は
、
一
部
負
担

金
を
負
担
さ
れ
た
日
か
ら
必

ず
１
年
以
内
に
お
願
い
し
ま

す
。（
手
続
き
に
必
要
な
も
の

に
つ
い
て
は
、
事
前
に
電
話
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

・
助
成
対
象
と
な
る
一
部
負
担
金

を
登
録
さ
れ
た
口
座
へ
振
り

込
み
ま
す
。

◆
３
歳
誕
生
月
翌
月
か
ら
小
学

校
就
学
前
の
お
子
様
で
歯
科

保
険
診
療
を
受
診
さ
れ
た
場

合
・
い
っ
た
ん
医
療
機
関
等
の
窓

口
で
一
部
負
担
金
を
お
支
払

い
い
た
だ
き
、
後
日
市
の
窓
口

に
医
療
費
助
成
申
請
書
を
提

出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、

申
請
の
手
続
き
は
、
一
部
負
担

金
を
負
担
さ
れ
た
日
か
ら
必

ず
１
年
以
内
に
お
願
い
し
ま

す
。（
手
続
き
に
必
要
な
も
の

に
つ
い
て
は
、
事
前
に
電
話
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。）

・
助
成
対
象
と
な
る
一
部
負
担

金
か
ら
３
０
０
円
控
除
し
た

金
額
を
登
録
さ
れ
た
口
座
へ

振
り
込
み
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

こ
ど
も
課　

母
子
福
祉
係

　

�　

・
７
２
５
２

４０

　

ま
た
は
、
各
支
所
保
健
福
祉
課
、
三
瀬
支
所
は
保
健
セ
ン
タ
ー
ま
で

�
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☆3歳以上の歯科申請手順は次のとおりです

①まず 

③それを ④最後に 

②つぎに 

歯科医療機関で医療費一部
負担金（3割）を支払う。 

作成した申請書を市役所窓
口に提出。 

一医療機関で１カ月あたり３００円控除
し、支払った医療費を助成。 

申請書（市及び市内歯科医療機関に置い
ています）の証明欄に病院等から受診内
容の記載をもらうか領収書を添付し必要
事項を記入、押印。（１医療機関ごとに
１カ月分をまとめて作成してくださ
い。） 

①
助
成
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま

す
　

歯
科
保
険
診
療
（
歯
科
以
外
は

対
象
外
）
の
み
、
平
成　

年
６
月

１８

診
療
分
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま

で
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

②
拡
大
分
は
助
成
方
法
が
変
わ

り
ま
す

　

今
回
対
象
者
を
小
学
校
就
学

前
ま
で
拡
大
し
た
歯
科
診
療
分

に
つ
い
て
は
、
い
っ
た
ん
医
療
機

関
の
窓
口
で
保
険
診
療
の
一
部

負
担
金
（
３
割
）
を
お
支
払
い
い

た
だ
き
、
市
の
窓
口
に
助
成
申
請

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

後
日
１
医
療
機
関
１
カ
月
あ

た
り
３
０
０
円
を
控
除
し
た
金

額
を
助
成
し
ま
す
。（
口
座
振
込

に
て
助
成
）

※
３
歳
誕
生
月
ま
で
の
方
は
こ

れ
ま
で
通
り
医
療
機
関
の
窓
口

で
１
カ
月
あ
た
り
３
０
０
円
負

担
で
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

③
申
請
方
法

　

申
請
の
際
は

○
印
鑑
（
認
印
）

○
お
子
様
の
健
康
保
険
証

○
保
護
者
の
方
の
通
帳

○
医
療
機
関
等
か
ら
診
療
総
点

数
等
の
記
載
証
明
を
し
て
も

ら
っ
た
助
成
申
請
書
（
市
及
び

市
内
歯
科
医
療
機
関
に
置
い

て
い
ま
す
）
か
お
子
様
の
お
名

前
、
診
療
総
点
数
、
診
療
月
、

金
額
、
医
療
機
関
の
領
収
印
が

明
記
さ
れ
た
領
収
書

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。（
詳
し
く

は
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
）

※
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助

成
、
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助

成
の
受
給
資
格
を
お
持
ち
の
方

は
、
従
来
と
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の

医
療
助
成
制
度
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

【改正内容】



�

◆
所
得
金
額

　

所
得
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
の

収
入
金
額
か
ら
必
要
経
費
（
給
与

所
得
者
の
場
合
は
給
与
所
得
控
除

額
、
公
的
年
金
受
給
者
の
場
合
は

公
的
年
金
等
控
除
額
）
を
差
し
引

い
た
金
額
で
す
。

◆
所
得
控
除
額

　

配
偶
者
や
扶
養
を
し
て
い
る
親

族
が
あ
る
人
な
ど
個
人
的
な
事
情

を
考
慮
す
る
た
め
、
所
得
金
額
か

ら
差
し
引
く
金
額
で
す
。

◆
課
税
標
準
額

　

所
得
金
額
か
ら
所
得
控
除
額
を

差
し
引
い
た
も
の
で
、
個
人
市
・

県
民
税
の
所
得
割
を
計
算
す
る
う

え
で
、
基
準
と
な
る
金
額
で
す
。

◆
税
率

　

税
率
は
課
税
標
準
額
に
応
じ
て

か
わ
り
ま
す
。（
納
税
通
知
書
に
記

載
し
て
い
ま
す
）

◆
税
額
控
除

　

配
当
所
得
な
ど
が
あ
る
人
が
受

け
ら
れ
る
控
除
で
す
。

◆
均
等
割

　

市
民
の
皆
さ
ん
に
均
等
に
負
担

し
て
い
た
だ
く
も
の
で
、
税
額
は

４
�
０
０
０
円
で
す
。

◆
所
得
割

　

所
得
割
は
前
年
１
年
間
の
所
得

に
応
じ
て
、
一
般
に
前
ペ
ー
ジ
の

よ
う
な
方
法
で
計
算
さ
れ
る
税
額

で
す
。 ��

�

��
�

��
�

��
�

　

軽
自
動
車
税
、
自
動
車
税
の
納

期
は
５
月　

日
�
で
す
。
ま
だ
納

３１

め
ら
れ
て
い
な
い
方
は
、
最
寄
り

の
金
融
機
関
ま
た
は
市
役
所
（
軽

自
動
車
税
）、
県
税
事
務
所
（
自
動

車
税
）
で
早
め
に
納
め
て
く
だ
さ

い
。

�
納
期
限
を
過
ぎ
ま
す
と
法
令
に

基
づ
き
延
滞
金
な
ど
が
加
算
さ
れ

ま
す
。

�
新
規
登
録
・
名
義
変
更
・
住
所

変
更
・
抹
消
の
手
続
き
は
必
ず

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

�
軽
自
動
車
税
の
口
座
振
替
に
つ

い
て
は
、
車
検
が
必
要
な
車
両
の

み
、
口
座
振
替
済
通
知
書
に
車
検

用
納
税
証
明
書
を
添
付
し
て
送
付

し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

・
軽
自
動
車
税
の
納
付
及
び
口
座

　

振
替
に
つ
い
て
は

　

佐
賀
市
役
所　

納
税
課

　

�　

・
７
０
７
５

４０

・
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は

　

佐
賀
市
役
所　

市
民
税
課

　

軽
自
動
車
税
担
当

　

�　

・
７
０
６
４

４０

・
自
動
車
税
に
つ
い
て
は

　

佐
賀
県
税
事
務
所

　

�　

・
３
１
６
１

３０
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�	

�
�
�
�
�
�
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Q 
私
は
、
現
在　

歳
で
、
収
入
は

68

公
的
年
金
の
み
で
す
。
昨
年
、市
・

県
民
税
は
課
税
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
今
年
は
老
年
者
に
関

係
す
る
税
制
改
正
が
あ
っ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。
年
金
収
入
は
、
昨

年
と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、

今
年
は
ど
う
な
り
ま
す
か
？

Ａ 
今
年
の
税
制
改
正
で
は
、
前
述

「
改
正
点
の
概
要
」
の
①
、
②
、

④
の
と
お
り
、
老
年
者
に
係
る
部

分
の
改
正
が
あ
り
ま
し
た
。　

歳
65

以
上
で
収
入
が
公
的
年
金
の
み
の

方
で
も
一
定
の
収
入
が
あ
れ
ば

市
・
県
民
税
が
か
か
り
ま
す
。

（
右
下
表
参
照
） ������������������������������������������
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Q 
私
は
、平
成　

年
4
月
1
日
に

18

Ａ
市
か
ら
佐
賀
市
に
引
っ
越
し
て

来
ま
し
た
。6
月
に
Ａ
市
か
ら
平
成

　

年
度
分
の
納
税
通
知
書
が
送
ら

18れ
て
き
ま
し
た
が
、佐
賀
市
に
納
め

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

Ａ 
市
・
県
民
税
は
、
そ
の
年
の
１

月
１
日
現
在
に
住
ん
で
い
た
市
町

村
が
課
税
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
あ
な
た
の
場
合
、
平
成　
18

年
１
月
１
日
に
は
Ａ
市
に
住
ん
で

お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
平
成　

年
18

度
の
市
・
県
民
税
は
、
Ａ
市
に
納

め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
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Q 
私
は
、
平
成　

年　

月
に
会
社

17

10

を
退
職
し
、
平
成　

年　

月
に
納

17

12

税
通
知
書
に
よ
り
市
・
県
民
税
を

納
め
ま
し
た
。
そ
の
後
は
仕
事
を

し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
平
成

　

年
6
月
に
も
納
税
通
知
書
が
送

18ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ど
う
し
て
で

し
ょ
う
か
？

Ａ 
市
・
県
民
税
は
、
前
年
中
の
所

得
に
も
と
づ
き
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

市
・
県
民
税
の
徴
収
方
法
が
、

給
与
差
引
き
（
特
別
徴
収
）
の
場

合
は
、
通
常
6
月
か
ら
翌
年
5
月

ま
で
の　

回
で
給
与
差
引
き
さ
れ

12

ま
す
。
平
成　

年　

月
に
納
め
て

17

12

い
た
だ
い
た
市
・
県
民
税
は
、
平

成　

年
中
の
所
得
に
も
と
づ
き
課

16
税
さ
れ
た
平
成　

年
度
分
の
市
・

17

県
民
税
の
う
ち
、
退
職
に
よ
り
給

与
か
ら
差
引
き
で
き
な
く
な
っ
た

残
額
で
す
。

　

ま
た
、
平
成　

年
6
月
に
送
ら

18

れ
て
き
た
納
税
通
知
書
は
、
平
成

　

年
中
の
所
得
（
平
成　

年
1
月

17

17

か
ら
平
成　

年　

月
ま
で
の
所

17

12

得
）
に
も
と
づ
き
課
税
さ
れ
た
平

成　

年
度
分
の
市
・
県
民
税
で
す
。

18
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（注）ただし、扶養する親族の人数に応じて変わります。

�

　個人の市・県民税は、市や県が皆さんの日常生活に直接結びついた利便やサービスを提供するために、
必要な経費を皆さんに広く分担しあっていただくという性格をもっています。正しい申告・適正な納
税に努めましょう。
　平成18年度（平成17年分）個人の市・県民税の税額の計算方法は下図のとおりです。
　なお、図中の番号は、それぞれ今年度の改正点の箇所です。
※詳しくは、前回の市報（5月15日号）をご覧ください。
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－ － － － 
＋ 

＋ 
＝ ＝ ＝ × 

前
年
の
収
入
金
額 

所

得

金

額

 

課
税
標
準
額 

市
県
民
税
税
率 

税
額
控
除
額 

所
得
控
除
額 

　

②

　

 

市
県
民
税
定
率
控
除 

　

③

　

 
所

得

割

額

 

　

④

　

 

均

等

割

額

 

　

④

⑤

　

 

市 
3,000円 

県 
1,000円 

必

要

経

費

 

給
与
所
得
控
除 

年
金
等
所
得
控
除 

　

①

　

 

市・県民税額 
市・県民税の計算方法

������
������

�
公
的
年
金
等
控
除
額
の
変
更

　

公
的
年
金
等
控
除
額
の
変
更
に

よ
り
、
年
齢　

歳
以
上
（
昭
和　

６５

１６

年
１
月
１
日
以
前
生
ま
れ
）
の
方

に
つ
い
て
公
的
年
金
の
所
得
金
額

の
計
算
は
左
表
の
と
お
り
、
変
更

さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�

�
老
年
者
控
除
の
廃
止

　
　

歳
以
上
（
昭
和　

年
１
月
１

６５

１６

日
以
前
生
ま
れ
）
で
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
１
�
０
０
０
万
円
以

下
の
方
に
適
用
さ
れ
て
い
た
老
年

者
控
除
（　

万
円
）
は
、
平
成　

４８

１８

年
度
か
ら
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

�
定
率
減
税
の
縮
小

　

平
成　

年
度
か
ら
景
気
対
策
と

１１

し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
定
率
減
税

が
、
平
成　

年
度
は
２
分
の
１
に

１８

縮
減
さ
れ
ま
し
た
。

�
老
年
者
の
非
課
税
措
置
の
段
階

　

的
廃
止

　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
に
お

１７

い
て
、　

歳
以
上
（
昭
和　

年
１

６５

１５

月
２
日
以
前
生
ま
れ
）
で
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以

下
の
方
は
、
こ
れ
ま
で
市
・
県
民

税
（
均
等

割
と
所
得

割
）
が
非

課
税
と
さ

れ
て
い
ま

し
た
が
、

平
成　

年
１８

度
分
か
ら

は
廃
止
さ

れ
ま
し
た
。

（
下
表
の

�
�

�
�
�
�
�

と
お
り
経

�
�

�
�
�
�
�
�
�

過
措
置
が

�
�

�
�
�
�
�
�
�

あ
り
ま
す
。）

�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
配
偶
者
に
対
す
る
均
等
割
の
全

　

額
課
税

　

均
等
割
を
納
税
す
る
夫（
ま
た

は
妻
）と
佐
賀
市
内
で
生
計
を
一

に
す
る
妻（
ま
た
は
夫
）に
つ
い
て

は
、平
成　

年
度
か
ら
、均
等
割
が

１８

４
�
０
０
０
円
課
税
さ
れ
ま
す
。

�
均
等
割
及
び
所
得
割
の
非
課
税

基
準
の
変
更

　

均
等
割
及
び
所
得
割
の
非
課
税

基
準
が
左
表
の
と
お
り
に
変
更
さ

れ
ま
し
た
。

所　得　金　額公的年金等の収入金額

収入金額－１２０万円   　　　０円～３３０万円未満

収入金額×７５％－３７.５万円  
３３０万円以上　　　
　　～４１０万円未満

収入金額×８５％－７８.５万円  
４１０万円以上　　　
　　～７７０万円未満

収入金額×９５％－１５５.５万円７７０万円以上～　　

均等割所得割課税年度

１,３００円３分の１課税平成１８年度

２,６００円３分の２課税平成１９年度

４,０００円全額課税平成２０年度

所得割
〈（総）所得金額〉

均等割
〈（合計）所得金額〉扶養人数

  ３５万円以下  ３１.５万円以下０人
１０２万円以下  ８１.９万円以下１人
１３７万円以下１１３.４万円以下２人
１７２万円以下１４４.９万円以下３人
２０７万円以下１７６.４万円以下４人 ………

◎均等割・所得割の非課税基準※
平
成　

年
度
の
税
制
改
正
の
詳

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

１８

し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
回

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

の
市
報
ま
た
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

◎
問
い
合
わ
せ

　

本
庁　

市
民
税
課

　

個
人
住
民
税
担
当

　

�　

・
７
０
６
２

４０

　

今
年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
、

収
入
が
変
わ
ら
な
く
て
も
税
額
が

上
が
る
方
が
多
く
な
り
ま
す
。
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平
成　

年
度
の
保
険
税
は
平
成

18

　

年
中
の
所
得
を
も
と
に
計
算
し

17ま
す
が
、負
担
能
力
に
応
じ
て
税

額
を
軽
減
す
る
減
額
の
制
度
が
あ

り
ま
す
。

　

減
額
対
象
所
得（
世
帯
主〔
擬
制

世
帯
主
を
含
む
〕お
よ
び
そ
の
世

帯
の
被
保
険
者
全
員
の
総
所
得
金

額
を
合
計
し
た
額
）が
一
定
基
準

以
下
の
場
合
、保
険
税
の
う
ち
均

等
割
額（
一
人
あ
た
り
の
税
額
）と

平
等
割
額（
一
世
帯
当
た
り
の
税

額
）を
減
額
し
ま
す
。

①「
７
割
軽
減
」平
成　

年
中
の
減

17

額
対
象
所
得
が　

万
円
以
下
の
世

33

帯
。

②「
５
割
軽
減
」平
成　

年
中
の
減

17

額
対
象
所
得
が
、世
帯
主
を
除
い

た
被
保
険
者
数
×　

万
５
千
円
＋

24

　

万
円
以
下
の
世
帯
。

33③「
２
割
軽
減
」平
成　

年
中
の
減

17

額
対
象
所
得
が
、被
保
険
者
数
×

　

万
円
＋　

万
円
以
下
の
世
帯
。

35

33

た
だ
し
、２
割
軽
減
だ
け
は
申
請

が
必
要
で
す
。該
当
世
帯
に
は
往

復
ハ
ガ
キ
を
郵
送
し
ま
す
の
で
必

ず
期
限
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、世
帯
の
中
に
未
申
告
の

方
が
お
ら
れ
る
場
合
は
軽
減
に
該

当
し
ま
せ
ん
の
で
、所
得
が
な
い

方
も
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�
�
�

Aさん（４３歳）　事業所得３００万円、Ｂさん（３７歳）　Aさんの妻でAさんの扶養、Cさん（学生）
　計算式　《医療分》　①所得割額　Ａさん分　（３００万円－３３万円）×１０.４％＝２７７,６８０円
　　　　　　　　　　②均等割額　２４,０００円×３人＝７２,０００円　③平等割額　一世帯　３８,５００円
　　　　　《介護分》　Ａさん（４３歳）のみが対象
　　　　　　　　　　①所得割額　（３００万円－３３万円）×２.１％＝５６,０７０円
　　　　　　　　　　②均等割額　８,０００円×１人＝８,０００円　③平等割額　一世帯　４,６００円
　よって、この世帯の一年間の保険税は、医療分���＋介護分���＝４５６,７００円（医療分、介護分それぞ
れを１００円未満切り捨てで合計）となり、納期と税額は下記のとおりとなります。
　納期と税額（年税額を１０等分しますが、千円未満の端数が生じた場合、その端数は１期に付きます）
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別表1．保険税の算定方法
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Aさん（６５歳）　年金所得３０万円
　計算式　《医療分》　①所得割額　Ａさん分　（３０万円－３３万円）×１０.４％＝０円
　　　　　　　　　　②均等割額　２４,０００円×１人＝２４,０００円　③平等割額　一世帯　３８,５００円
　　　　　《介護分》　なし
　よって、この世帯の一年間の保険税は、医療分���＝６２,５００円
※ただし、この世帯は減額対象所得が３３万円を超えないため７割軽減に該当します。
　そこで、税額は６２,５００円×０.３＝１８,７００円（１００円未満切り捨て）となります。
　納期と税額（年税額を１０等分しますが、千円未満の端数が生じた場合、その端数は１期に付きます）
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６
月
か
ら
平
成　

年
度
の
国
民

18

健
康
保
険
税
の
納
付
が
始
ま
り
ま

す
。

　

保
険
税
は
、
世
帯
単
位
で
か
か

り
ま
す
。
６
月
中
旬
に
、
平
成　
18

年
度
の
納
税
通
知
書
を
納
税
義
務

者
で
あ
る
世
帯
主
（
※
擬
制
世
帯

主
を
含
む
）
宛
に
送
付
し
ま
す
。

納
期
内
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
は
、

①
皆
様
が
納
め
る
保
険
税　

②
国

か
ら
の
負
担
金
な
ど　

③
病
気
や

け
が
で
病
院
に
か
か
っ
た
と
き
窓

口
で
支
払
う
一
部
負
担
金
で
ま
か

な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

医
療
費
が
増
え
る
と
保
険
税
も

増
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
民

健
康
保
険
運
営
の
健
全
化
を
図
る

た
め
に
も
医
療
費
の
適
正
化
に
努

め
ま
し
ょ
う
。

※
擬
制
世
帯
主
と
は
、
国
民
健
康

保
険
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
に

お
い
て
、
そ
の
世
帯
主
が
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
で
な
い
場
合

の
世
帯
主
の
こ
と
で
す
。
納
税
義

務
や
届
出
義
務
は
擬
制
世
帯
主
が

負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

　

主
な
納
付
方
法
と
し
て
は
、
口

座
振
替
と
、
金
融
機
関
に
て
納
付

書
で
納
め
て
い
た
だ
く
方
法
が
あ

り
ま
す
。
納
付
書
で
の
納
付
の
場

合
は
、
６
月
中
旬
に　

期
分
の
納

10

付
書
を
ま
と
め
て
送
付
し
ま
す
。

な
お
、
途
中
で
税
額
が
変
更
に

な
っ
た
場
合
は
、
新
し
い
納
付
書

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
納
め
間
違

い
の
な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

《
納
付
方
法
》

◇
佐
賀
銀
行

◇
佐
賀
共
栄
銀
行

◇
佐
賀
信
用
金
庫

◇
佐
賀
東
信
用
組
合

◇
福
岡
銀
行

◇
西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行

◇
長
崎
銀
行

◇
親
和
銀
行

◇
み
ず
ほ
銀
行

◇
中
央
三
井
信
託
銀
行

◇
三
井
住
友
銀
行

�
�
�
�
�
�
�
	

◇
九
州
労
働
金
庫

◇
佐
賀
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会

◇
佐
賀
県
信
用
農
業
協
同
組
合
連
合
会

◇
佐
賀
市
農
業
協
同
組
合

◇
佐
賀
市
中
央
農
業
協
同
組
合

◇
佐
賀
県
医
師
信
用
組
合

◇
商
工
組
合
中
央
金
庫

◇
大
川
信
用
金
庫

◇
諸
富
町
農
業
協
同
組
合

◇
佐
城
農
業
協
同
組
合

◇
富
士
町
農
業
協
同
組
合

◇
神
埼
郡
農
業
協
同
組
合

◇
郵
便
局

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

　

平
成　

年
度
の
合
併
に
あ
た
り
、

17

平
成　

年
度
の
国
保
税
に
つ
い
て

17

は
、
旧
市
町
村
ご
と
に
税
率
と
税

額
に
違
い
が
あ
り
ま
し
た
が
、
平

成　

年
度
か
ら
は
、
別
表
１
の
と

18
お
り
統
一
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�

　

国
民
健
康
保
険
税
の
納
期
は
年

　

回
（
６
月
〜
翌
年
３
月
）
で
、

10納
期
限
は
通
常
各
月
の
月
末
で
す
。

月
末
（
７
期
に
つ
い
て
は　

月　
12

26

日
）
が
閉
庁
日
の
場
合
は
、
翌
月

最
初
の
業
務
日
が
納
期
限
と
な
り

ま
す
。

《
納
付
期
限
》

　

最
初
に
１
年
分
の
税
額
を
算
定

し
、
そ
の
額
を　

等
分
し
て
千
円

10

未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、

そ
の
端
数
を
第
１
期
に
加
算
し
ま

す
の
で
、
第
１
期
だ
け
が
高
く
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

《
各
期
別
納
税
額
の
出
し
方
》
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国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
は
口

座
振
替
が
大
変
便
利
で
す
。
口
座

振
替
に
さ
れ
る
と
納
期
限
ご
と
に

自
動
的
に
口
座
か
ら
保
険
税
が
振

り
替
え
ら
れ
、
納
め
忘
れ
が
あ
り

ま
せ
ん
。

　

お
申
し
込
み
は
簡
単
で
す
。

①
預
（
貯
）
金
通
帳

②
通
帳
の
お
届
け
印

③
納
税
通
知
書
ま
た
は
国
民
健
康

保
険
証

　

右
の
①
〜
③
を
持
っ
て
、
指
定

金
融
機
関
ま
た
は
市
役
所
本
庁
お

よ
び
各
支
所
国
民
健
康
保
険
の
窓

口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
前
年
度
か
ら
引
き
続
き

口
座
振
替
を
継
続
さ
れ
る
方
は
手

続
き
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

《
口
座
振
替
の
申
し
込
み
・
変
更
》

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
次
の
別

表
１
の
と
お
り
、
医
療
分
と
介
護

分
に
分
け
て
計
算
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
介
護
分
に
つ
い
て
は
、

　

歳
以
上　

歳
未
満
の
方
で
、
介

40

65

護
保
険
第
２
号
被
保
険
者
の
方
の

み
に
か
か
り
、
医
療
分
と
合
わ
せ

て
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

所
得
割
額
は
、
加
入
さ
れ
る
す

べ
て
の
方
の
平
成　

年
中
の
所
得

17

に
つ
い
て
各
人
ご
と
に
算
出
し
ま

す
。

　

均
等
割
額
は
、
加
入
さ
れ
る
人

数
で
計
算
し
ま
す
。

　

年
度
途
中
で
所
得
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
や
、
加
入
・
脱
退
な

ど
で
世
帯
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

な
ど
は
、
そ
の
都
度
保
険
税
額
も

変
更
に
な
り
ま
す
。
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